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実習型雇用支援事業 

 ◆緊急人材育成支援事業による職業訓練・求職者支援制度における 

  職業訓練を受講した者（※）について、６か月間、介護施設等で 

  雇い入れて職場実習を行い、正規雇用につなげる事業 

    ※東日本大震災の被災地では、これらの訓練受講者以外も可。 

 

 ◆介護事業者に対し、実習期間中及び正規雇用した場合の助成措置が 

  あります（詳細は右欄へ） 

実習型雇用      
※ 実習期間 
  （６ヶ月） 

就職  
（期間の定めなし） 

職場定着 

［教育訓練（ＯＪＴ 
＋ＯＦＦ-ＪＴ）の実施］ 

［実習結果を 
踏まえた評価］ 

実
習
期
間
終
了 

［メンターによる 
 指導等］ 

ハローワーク 問合せ先 

○特徴 
介護事業者の皆様は 
□介護事業者に対し、①実習期間中
と、②実習終了後に正社員に雇い
入れた場合、助成措置があります。 

  ①実習型雇用中：月１０万円 
  ②正社員で雇用した場合 
    ：さらに１００万円 
    （半年定着後に５０万円、さらに 

    半年定着後に５０万円） 

□実習終了後に、正社員採用の是非
を判断することができます。 

求職者は 
□実務経験を積み、自らの資格を 
 活かして、正規就職を目指したい方 
 におすすめ。（資格がない方でも 
 利用できます） 

 

資格のある方をまずは 
６ヶ月間有期雇用で 
雇い入れ、 
育成してから、 
正社員採用したい 

未経験の方に資格を
取らせながら、 

１年以内の有期雇用
で雇い入れ、 
良ければ採用したい 

今すぐに 
実務経験がある 
方を採用したい 

短期間の訓練生（実
習生）として受け入
れ、良ければ採用を 
考えたい 

訓練生などを受け入れていただける 
介護事業者の方は、 

各問合せ先へお申し出ください！ 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ａ 

あてはまるものに応じてメニューをご覧ください。 

受 入 事 業 所 
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求職者支援制度 （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 
各職業訓練支援センター 

◆雇用保険を受給できない方（非正規労働者など）に対し、 
 職業訓練を実施するとともに、一定の要件を満たす場合に 
 訓練期間中の生活を支援するための給付金（月額１０万 
 円）を支給すること等により、早期の就職支援を行う制度 
 
◆訓練のコース 
  介護・福祉等の新規成長分野での再就職に必要な実践能力
を習得するための訓練（３か月～６か月）を実施します。 

 職場実習については、教育訓練機関から介護事業者に委託
して実施いただきます。 

 
 
 
 
 

問合せ先 

介護雇用プログラム 各都道府県・市町村 問合せ先 

○特徴 
介護事業者の皆様は 
□教育訓練機関（訓練実施機関）から
実習受け入れ費（金額は双方の調
整になります。）が支払われます。 

□実習生の適性を把握した後、雇用
につなげることができます。 

 

求職者は 
□職業訓練により介護分野における 
 実践能力を身に付けながら、訓練 
 期間中の生活支援を受けたい方に 
 おすすめ 
□無料で講座を受講でき、資格取得  
 などを目指せます。 
 ※テキスト代等実費については、 
   自己負担 

 

９：００ 

１８：３０ 

１７：００ 

１６：２０ 

養成機関から施設への移動時間等 

介護施設における介護労働 

※なお、夏期・冬期等 
 の長期休暇中は通 
 常シフトで勤務可能 

○  講座受講中の週間スケジュール （例） 

１３：１０ 

１２：１０ 

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 

  ◆求職者を１年以内の期間雇い入れて、介護資格を取
得するために養成施設に通学させながら、休校日等
に介護労働に従事してもらう事業  

○特徴 
介護事業者の皆様は 
□対象者の給与と、資格養成機関への 
 受講料については、一切負担はありま 

 せん。（自治体からの委託費）  
 
求職者は 
□１年間にわたる雇用の中で、ホーム 
 ヘルパー等の資格を取りたい方に 
 おすすめ。 
□無料で資格養成講座の受講ができ 
 ます。 
□働いている時間に加え、受講時間 
  についても給与が支給されます。 

 
 
  

条件に応じた人材の紹介 
各ハローワーク 

各都道府県福祉人材センター・バンク 問合せ先 

 求人条件に応じた方をご紹介いたします 

座 学 

教育訓練機関等 
職場実習 

介護事業者 

３か月～６か月 
（１か月当たり 100時間以上） 

（社会福祉法人、専門学校等） 

就
職 

養成機関における講義及び実習 

昼休み 

Ｃ 

Ｂ 

Ｄ 
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新たに介護労働者を確保し、定着させたい 

さまざまな支援メニューを 
ご用意しています 

事 業 名  

支援(助成）の内容 

対 象 事 業 者 

問い合わせ先 

＜表の見方＞ 

福祉人材確保重点対策事業 

 主要なハローワークに設置する 
｢福祉人材コーナー｣における   
介護分野の就業経験者等による 
求人充足に向けての助言・指導 

福祉・介護人材 

マッチング支援事業 

キャリア支援専門員が 

人材を採用・定着できる職場づくり

に向けた助言・指導を実施 

助言・指導を希望する介護事業者 

各都道府県福祉人材センター 

◆指導・助言を受けたい◆ ◆相談したい◆ 

各都道府県労働局・ハローワーク 

助言・指導を希望する介護事業者 

◆他の事業所と連携したい◆ 

複数事業所連携事業 

複数の事業所が連携して、 

合同採用や研修等を行った場合に 

一定額を助成 

連携事業を行う介護事業者、養成校 

各都道府県福祉人材確保担当部局 

介護事業者の方のニーズに合わせ、 
さまざまな支援メニューをご用意しています。 
詳しくは各問合せ先にご照会ください。 
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あらかじめ適性をみたい 

◆ ◆ ◆ 訓練・資格取得などに協力しながら・・・◆ ◆ ◆   

  ①公共職業訓練 

  ②求職者支援訓練 

  ③介護労働講習 

    （介護職員基礎研修） 

 
 実習を組み込んだ職業訓練での 

実習受け入れ先となることにより、 

受講生の適性等を予め確認 

訓練生を受け入れる介護事業者 

 ①各都道府県職業能力開発主管課 

 ②（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 

    各都道府県職業訓練支援センター 

③（財）介護労働安定センター 

              各都道府県支部 

職場体験事業 

求職者に対して福祉・介護の 
職場体験の機会を提供することに 
より、求職者の適正等を確認 

職場体験者を受け入れる介護事業者 

各都道府県福祉人材確保担当部局 

「働きながら資格をとる」 

介護雇用プログラム 

自治体からの委託を受けて、 
介護資格（ヘルパー等）の養成機関 

に通わせながら 
介護労働の経験を付与 

原則１年以内の雇用契約で 

雇い入れ、働きながら資格を 

取得させる介護事業者 

 各都道府県介護保険担当課室 

実習型雇用支援事業 

実習期間：1人10万円/月、 

正規雇入れ：1人100万円 

（6箇月の支給対象期ごとに50万円ずつ） 

未経験者等を6ヶ月の有期雇用で 

実習等を行い、その後に正規で 

雇い入れを目指す介護事業者 

各都道府県労働局・ハローワーク 

◆ 自社で育成し、 
  正規で雇い入れたい ◆ 

ジョブ・カード制度における 

雇用型訓練 

（新たに雇い入れる方向け） 

 正社員経験の少ない方や 
新規学卒者を雇用し、 

訓練計画に基づき座学と企業 
実習の機会を提供する事業主に 

ついて、訓練経費や 
訓練期間中の賃金等を助成 

雇用保険適用の介護事業者 

地域ジョブ・カードセンター 

（県庁所在地等の商工会議所） 

◆即戦力となる人材を育成したい◆ 

潜在的有資格者等養成支援事業 

職員のOFF-JTを行うことが困難な 

事業所の従事者に対し、ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ
を支援するための研修を実施 

※この他、介護福祉士等の資格を
有していながら現在就労していな
い方々に対する再就労のための研
修等を実施 

研修を希望する介護事業者 

各都道府県福祉人材確保担当部局 

代替職員の確保による 

現任介護職員等の研修支援事業 

現任介護職員等を研修等に 
派遣する場合に 

必要な代替職員を雇用する事業 

 代替職員を雇い入れる介護事業者 

各都道府県介護保険担当課室 

キャリア形成訪問指導事業 

養成校等の教員が事業所を 
巡回・訪問して 

職員のｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ等のための研修
を実施 

研修を希望する介護事業者 

各都道府県福祉人材確保担当部局 

◆ ◆ ◆  職員の能力を引き上げたい ◆ ◆ ◆ 

地域ジョブ/カードセンター 

（県庁所在地等の商工会議所） 
 各都道府県労働局・ハローワーク 

職員の定着・レベルアップを図りたい 

Ｐ１のＡも 
ご覧ください 

Ｐ２のＢも 
ご覧ください 

Ｐ２のＣも 
ご覧ください 
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キャリア形成促進助成金 

事業主が、その雇用する労働者
等について、職業訓練・教育訓練
を行う場合、訓練期間中の賃金
及び訓練経費の一部を助成 

雇用保険適用の介護事業者 

各都道府県労働局 

ジョブ・カード制度における 

雇用型訓練 

（在職非正規労働者向け） 

既に介護事業所に雇用されて 
いる非正規労働者を正社員化 
する目的で、訓練計画に基づき 
座学と企業実習の機会を提供 

する事業主について、訓練経費や 
訓練期間中の賃金等を助成 

 雇用保険適用の介護事業者 

地域ジョブ・カードセンター 

（県庁所在地等の商工会議所） 

実習受入施設 

ステップアップ事業 

実習受入に関する報告会や 
講習会を開催し、実習指導の 

レベル向上等を図る 

実習生を受け入れる介護事業者 

各都道府県福祉人材確保担当部局 

◆ ◆ ◆  相談したい ◆ ◆ ◆ 

このパンフレットに記載の
ある他にも、支援を受ける
ための各種要件がありま
すので、支援を受けようと
する介護関連事業主の方
は、事前に余裕を持ってお
問い合わせください 

成長分野等人材育成支援事業 

事業主が、雇用期間の定めのない 
従業員を雇い入れ、または他の 

分野から配置転換し、 
都道府県労働局の認定を受けた 

職業訓練計画に基づき、 
ｏｆｆ-ＪＴ訓練を実施した場合、 
その訓練費用の一部を助成 

（成長分野等以外の産業から移籍に 
より労働者を受け入れて職業訓練を 
行う場合は、ＯＪＴ訓練も助成対象） 

 

雇用保険適用の介護事業者 

各都道府県労働局・ハロ―ワーク 

研修コーディネート事業 

介護施設における教育訓練の実施
について、訓練のノウハウ等 
に関する相談・情報提供を実施 

相談等を希望する介護事業者 

（財）介護労働安定センター 

 各都道府県支部 

福祉・介護人材定着支援事業 

就職して間もない従事者に 

対する巡回相談等を実施 

相談等を希望する介護事業者 

各都道府県福祉人材確保担当部局 

◆ ◆ ◆  職員の能力を引き上げたい（続き） ◆ ◆ ◆ 

 

介護職員処遇改善交付金 

介護職員の処遇改善に取り組む 
事業者に対し、介護職員 

（常勤換算）１人当たり月額平均
1.5万円の賃金引上げに相当する 

額の資金を交付 
（平成22年度以降、キャリアパス

に関する要件を追加） 

①介護職員の賃金改善を行う見込
みがあること 

②労働保険に加入していること 

  等に該当する介護事業者 

各都道府県介護保険担当課室 

 

介護労働者設備等導入奨励金 

介護福祉機器(移動用リフト等) 
について導入・運用計画を 

都道府県労働局に提出、認定を 
受けて導入し、雇用管理の改善 

を図った介護事業者 

 導入等の所要経費の１／２ 

(上限３００万円まで) 

各都道府県労働局・ハロ―ワーク 

◆給与の水準を引き上げたい◆ 

◆介護福祉機器を導入したい◆ 

職員の定着・レベルアップを図りたい（続き） 
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